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働き方改革と学校教育の充実の二兎を追います！ 

最近の法改正で学校運営協議会においても、働き方改革の進捗などを話題とすることとなりました。

11月26日に開催した本校の学校運営協議会でもこの話題を取り上げました。 

国は令和8 年度から市町村教育委員会に業務量や健康管理を確保する計画を策定し、令和 11 年度

までに月平均時間外勤務を30時間以下に、月45時間以上勤務している者をなくすことを求めてい

ます。これは、教職員が労働者として心身ともに健康で児童の指導に当たるためのものです。本校の

実態はと言えば、授業日の時間外勤務は直近 9・１０月では平均４５時間前後で目標との開きは大きい

です。半数が45時間を超えています。 

私の実感としても、大人も子どもも一日が忙しすぎる、余裕・余白がない

ように思います。みなさまの子ども時代と比べてどう思われますか？だれ

もが、子どもたちには、幸せな子ども時代を送ってほしいと願っているは

ずです。「友達と遊びたいから早く帰れる日をつくってほしい」「自分で勉強すること（内容）を決めてや

る時間もほしい」と言ってくる子もいます。子どもの意見表明として心にとめたいと思います。 

職員が子どもの前に健康に立てるように、ひいては子どもたちの幸せのために、上の目標は必達で

す。もちろん、教育委員会が物的・人的に学校を支援することは必須ですが、急に教員が増えるわけで

はなく、むしろ慢性的な教員不足の状況です。学校の自己努力も必要ですし、保護者・地域のご協力も

今以上にいただけねば、この目標は達成できません。 

学校運営協議会では文科省作成の「学校と教師の業務の3分類」を資料としました。これまで当然の

ように行われてきた「①登下校の見守り②校区内見回り③集金⑤いわゆるカスタマーハラスメント」は

学校以外が担うとされています。④は地域学校コーディネーターさんに大変お世話になっています。

特に今学期は１・２年生の九九の暗唱など学習支援にたくさんのお力をお貸しいただいています。 

 

 

文部科学省は、国・行政の取組に加えて、裏面のように地域や保護者の方の協力を依頼しています。

学校の現状を理解し、学校教育にご協力いただき、ともによりよい学校を創っていくために参画いた

だきたいという内容です。島根県内教育長の共同メッセージもご覧ください。 

  

だれもが大切にされる学校  令和７年度 第７号１１月28 日 

文責：佐藤 

HPはこちらから 

・学習サポーターに参加している方からは「子どもたちから元気をもらえる」と言われる。一方、サポーターで九九を聞い

ている１時間でもたくさんの子どもの相手をするのは大変なので、これを１日やっている先生は本当に大変。応募の仕方

を工夫してサポーターを増やすとよい。九九の暗唱を聞くなどの誰でもできる内容ということを伝えたら増えるのでは？ 

・講師として授業に参加すると、時間内に課題が終わらない児童もいる。時間内に密度の高い授業をすることは大変だと

思う。以前は時間割に余裕があり、放課後に残って勉強することもあった。４０分授業の取組（後述）で、自分からやりき

れなかったところ、わからないところに取り組むようにしてほしい。 

・公民館文化祭での子どもの出店はとてもありがたかった。にぎやかな文化祭となり、来場者の平均年齢も若返った。 

 

学習サポーター2年かけ算九九 



「学校と教師の業務の3分類」より作成 

文部科学省は、国・行政の取組に加えて、裏面のように地域や保護者の方

の協力を依頼しています。学校の現状を理解し、学校教育にご協力いただ

き、ともによりよい学校を創っていくために参画いただきたいという内容

です。島根県内教育長の共同メッセージもご覧ください。 

これまでも、電話対応時間の見直し、通知表の変更など保護者のみなさまのご理解で進めてきまし

た。これから令和８年度以降を見据え、１２月8日の週から現在の45分授業を40分にする実証実験

に取り組みます。これは、近年、目黒区などの研究開発校で研究されている取組です。本校にもフィッ

トするかを検証します。例えば、プリントを配る時間を学習者用 PC に一斉配信、子どもの意見を板書

する時間を電子黒板に集めるなど学校のICT環境整備も活用して5分の短縮を図ってみます。１日6

時間だと5分×6時間で30分の時間ができ、高学年児童の場合は１５時ごろに下校となります。年度

中の下校時刻変更は様々に影響しそうなので、実験では下校時刻は変えず、

その30分は子どもが学習を選んで自学自習をする時間などにします。学年

末ですので、自分の苦手を補う子がいれば、得意や興味を発展させる子もい

るでしょう。こうした学習は、自立に向けて必要な力でもあります。      

※年間を通して40分授業をおこなう場合でも定められている年間の総授業時間数は確保します。 

今回の写真は地域・保護者のお力をお借りしての学習です。これから、学力のご支援また働き方改革

のご支援という視点もお考えいただけると幸いです。何度も申し上げますが、教師が笑顔で子どもた

ちの前にいることが何よりの教育資源です。今後も、様々な取組が必要となります。引き続きのご理

解・ご協力をお願いします。 

 

Ⅰ 学校以外が担うべき業務 Ⅱ 教師以外が積極的に参画すべき業務 Ⅲ 教師の業務

だが負担軽減を

促進すべき業務 

⑭～⑲ 

①登下校時の通学路見守り活動 

②放課後から夜間などの校外の見回り、     

補導されたときの対応 

③学校徴収金の徴収・管理（公会計化） 

④地域学校協働活動の関係者間の連絡・調整 

⑤保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の

学校では対応が困難な事案への対応 

 

⑥調査・統計等への回答 

⑦学校の広告資料・ウェブサイトの作成・管理 

⑧ICT機器・ネットワーク設備の保守・管理 

⑨学校プールや体育館等の管理 

⑩校舎の開錠・施錠 

⑪児童生徒の休み時間の安全配慮 

⑫校内清掃 

⑬部活動 

校内で検討する

内容のため省略 

6年生島根半島地層見学 保
護者さんが講師さんです。 

1年生いもほり 

学習サポーター 引き続き募集中、かけ算九九の暗唱を聞くなどをお願いしています。２学期はあと４回。 

12月2日（火）は 13：45～、11日（木）16日（火）18日（木）は 13：20～ 当日で結構ですので職員室にお声がけください。 



 



 


